「神奈川県手話推進計画」の改定について資料１

１　計画改定の趣旨
　　これまでの県の取組状況や令和７年６月に制定された「手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）」を踏まえ、より一層手話の普及等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、計画を改定する。

２　計画改定の概要
(1) 　計画の位置付け
神奈川県手話言語条例（以下、条例という。）第８条第１項に基づき、手話の普及等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定する。
(2)   計画期間
令和９年度から令和13年度までの５年間とする。
(3)   対象区域
県内全市町村とする。

３　改定のポイント
(1) 　計画名称の変更
手話が、独自の語彙及び文法体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な「言語」であることについて、さらなる発信を図り、県民の理解を促進するため、計画名称を「神奈川県手話言語推進計画」に変更する。
(2) 　手話の獲得・習得支援、学ぶ機会等の充実
手話を必要とする者に対する施策及び県民が手話を学ぶ機会の充実を図るため、現行計画の構成を見直し、それぞれの取組を大柱として位置づける。
(3) 　非常時における手話による情報取得等のための体制整備
　　　 手話を使用しやすい環境の整備を一層進めるため、自然災害や感染症拡大時などの非常時に、必要な情報を速やかに取得し、円滑に意思疎通を図ることができる体制整備を中柱として新たに位置づける。
(4) 　市町村との連携及び協力
令和５年３月の条例改正において規定を追加した市町村との連携及び協力について、大柱として新たに位置づける。

４　改定骨子案
　　別紙のとおり


５　今後のスケジュール（予定）
　　令和８年７月　改定計画素案に係る意見交換会
８月　県手話言語普及推進協議会において改定計画素案を審議
　　　県障害者施策審議会及び県社会福祉審議会に改定計画素案を報告
　　　　　　９月　第３回県議会定例会厚生常任委員会に改定計画素案を報告
　　　　　　10月　改定計画素案に対するパブリック・コメントの実施
　　令和９年１月　県手話言語普及推進協議会において改定計画案を審議
　　　　　　３月　第１回県議会定例会厚生常任委員会に改定計画案を報告
　　　　　　　　　県障害者施策審議会及び県社会福祉審議会に改定計画案を報告
改定計画の決定


神奈川県手話言語推進計画（骨子案）別紙


第１章　計画の概要	
　 Ⅰ　計画の趣旨と基本方針
１　計画改定の趣旨
２  計画の位置づけ
３  計画が目指すもの
４　計画の期間
Ⅱ　手話を取り巻く状況

第２章　施策の展開
大柱１　手話の普及
（中柱１）手話やろう者、盲ろう者等への理解促進
（中柱２）手話の普及推進
大柱２　手話の獲得・習得支援及び手話による教育の推進
（中柱１）乳幼児期からの手話の獲得・習得支援
（中柱２）学校における手話による教育の推進
大柱３　手話に関する学習の振興
（中柱１）学校で手話を学ぶ機会の充実
（中柱２）地域で手話を学ぶ機会の充実
大柱４　手話を使用しやすい環境の整備
（中柱１）手話が使用される機会等の充実
（中柱２）非常時における手話による情報取得等のための体制整備
（中柱３）手話通訳の充実等
大柱５　市町村との連携及び協力
（中柱１）市町村と連携した手話の普及等
（中柱２）市町村における手話の普及等に関する施策の推進支援

第３章　計画の推進体制
　 Ⅰ　推進体制
　 Ⅱ　進行管理
　 Ⅲ　資料


